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自動車専用道路 広域幹線道路

地域幹線道路

補助幹線道路

鉄道・駅

新幹線

河川等

サービスエリア

スマートインターチェンジ

歩行ルート

SA

沿道サービスゾーン
沿道周辺の居住環境に配慮しつつ、利便性の高い沿道型
サービス機能の充実を図る

区域指定活用地工業・流通業務系ゾーン
既存工業団地の操業環境の保全と産業団地整備を推進する

中心商業地ゾーン
駅利用の利便性を向上させながら都市機能を集積させ、
賑わいのある中心商業地の形成や都市型住宅を誘導する

住宅地ゾーン
良好な住宅地環境の保全・更新を進める

河川等

公共公益施設ゾーン
周辺と調和した環境を創出・保全する

蓮田サービスエリア（上り線）周辺ゾーン
立地条件を生かした土地利用の在り方の検討等を図る

公園・緑地・レクリエーションゾーン
スポーツや文化・芸術活動、生涯学習やボランティア活動
の拠点として整備・活用する

農業系ゾーン
農業生産空間として農業基盤の整備、耕作放棄地の解消
を進め、担い手に農地の集積・集約を図る

集落地ゾーン 土地利用制限検討地
自然環境や農業生産環境との調和を図りながら、生活環境
の改善・整備を進める
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３．都市づくりの基本方針

土地利用の方針

交通体系整備の方針

都市づくりの目標で定めた「都市づくりの理念」「将来都市構造」等を実現するための10の都市づくりの基本方針を定めます。

ここでは土地利用と交通の方針を取り上げています。その他の方針については、計画書をご覧ください。
安心・安全、快適な生活を支える居住地の育成 ／ 都市の活力を育む土地利用の育成 ／ 豊かな自然
や歴史・文化環境の保全・活用…を基本として、土地利用を９つのゾーンに区分、配置し、適切な土地
利用誘導施策によりその実現を図ります。

広域と連携する道路網の整備 ／ 都市を支える体系的な道路網の整備 ／ 公共交通の利便性向上
…を基本として交通体系整備を進めます。

自動車専用道路 ／ 広域幹線道路 ／ 地域幹線道路 ／ 補助幹線道路
…を自動車交通を支える道路の段階構成として、体系的な道路網の整備を進めます。

　安全な
都市づくりの方針

　協働による
都市づくりの方針

　人にやさしい
都市づくりの方針

　潤いのある
都市づくりの方針

 環境にやさしい
都市づくりの方針

　その他の
都市施設整備
　　　の方針

　河川等の整備
及び生活排水
　処理の方針

公園・緑地の
整備及び緑の
保全の方針

交通体系整備の方針土地利用の方針
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中心商業地ゾーン

近隣商業・業務地ゾーン

住商複合地ゾーン

沿道サービスゾーン

工業・流通業務系ゾーン

蓮田サービスエリア（上り線）周辺ゾーン

専用住宅地ゾーン

農業系ゾーン

公園・緑地・レクリエーションゾーン

公園緑地

公共公益施設ゾーン

市の施設

学校

寺院・神社

警察・消防／その他

集落地ゾーン

土地利用制限検討地

区域指定活用地

都市拠点

行政拠点

地域生活拠点

交通拠点 蓮田南
蓮田

黒浜
黒浜西

平野

河川等

自動車専用道路・ＳＡ

広域幹線道路

地域幹線道路

補助幹線道路

鉄道・駅

新幹線

歩行ルート

４．地域別構想

豊かな緑や歴史に触れながら
未来を明るく目指す交流のあるまち

市域を５地域に区分し、それぞれの地域のまちづくりの方向性を定めます。

悠久の空の下、
　過去と未来が出会うまち

黒浜 地 域

蓮 田 地 域平 野 地 域

安心・安全なくらしと
活発な産業活動が共存するまち

ぬくもりのあるくらしと
　　　希望が調和するまち

地域のまちづくりの目標

利便性・安全性を兼ね備えた
賑わいに満ちた活力あるまち

地域のまちづくりの目標

100年暮らしたいまち
豊かな自然と
地域コミュニティに支えられた

楽しく安心して暮らせるまち

地域のまちづくりの目標

安心のさと

子育て世代から高齢者まで
快適に暮らせるまち

地域のまちづくりの目標

住み続けたい・
　住んでみたいまち

まちづくりの目標

蓮田南地域

黒浜西地域

※具体的な規模や位置を規定するものではありません
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